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１  管理運営の基本方針 

( 1)  施設の設置目的、 機能 

鴨池公園野球場、 広場及びテニス コ ート （ 以下「 鴨池公園野球場等」 と いう 。） は、 市

民のス ポーツ ・ レ ク リ エーショ ン活動を 推進する ため、 市民一人一ス ポーツ をモッ ト ーに、

市民一人一人が家庭・ 職場・ 地域において、 生涯を 通じ て日常的にいつでも 、 ど こ でも 、

気軽にス ポーツ ・ レ ク リ エーショ ン活動に親し める よ う 鴨池公園に設置し 、 市民の生涯ス

ポーツ 普及・ 振興及び競技力の向上を 図る こ と を 目的と し ている 。  

( 2)  管理運営 

季節等によ る 利用者数の変動等に伴う 管理業務量の変動を考慮し 、 よ り 効率的な組織・

体制での運営を 心がける と と も に、 運営コ ス ト を 常に意識し 、 経費の縮減に努める こ と 。  

ま た、 施設の運営管理については、 利用者の安全性・ 利便性確保のために必要な人員を

配置する と と も に、 専門的な知識・ 経験を 要する と こ ろ には必要な人員を 配置する こ と 。  

( 3)  施設の維持管理 

施設の機能を 十分に発揮でき 、 利用者が安全かつ快適に利用でき る よ う 適切に管理する

と と も に、 施設の美観的・ 機能的・ 経済的損失を 最小限にと ど める よ う 点検・ 補修及び清

掃等を適切に行う こ と 。 ま た、 常日頃から 衛生管理に努める と と も に各種法令等を 遵守し 、

適正な管理を 心がける こ と 。  

( 4)  その他植栽等の維持管理 

その他植栽等の維持管理は、 その特徴を 十分に把握し 、 年間計画を立て、 適切に行う こ

と 。  

( 5)  利用者等の要望・ 苦情等への対応 

地域住民や利用者の要望・ 苦情等については、 迅速かつ適切に処理する と と も に、 管理

運営に反映さ せる こ と 。 ま た、 その内容及び対応については、 速やかに本市に報告する こ

と 。 こ れら の手順については、 マニュ アルと し てま と めておく こ と 。  

( 6)  平等利用 

正当な理由がない限り 市民が施設を 利用する こ と を 拒んではなら ず、 ま た、 施設の利用

に当たっ て不当な差別的扱いを し ないこ と 。  

( 7)  情報公開 

施設の管理運営を行う に当たっ て作成し 、 又は取得し た文書等については、 個人情報な

ど あら かじ め非開示情報と し て定めている も の以外は、 開示を 求める 者に対し て、 こ れを

開示する こ と 。  

( 8)  モニタ リ ング 

利用者等に対し て施設の管理運営についてのアンケート 調査を 行う など 、 施設に対する

ニーズ等の把握を行い、 こ の結果については、 速やかに本市に報告する こ と 。  

ま た、 報告に対する 本市から の指摘事項があっ たと き は、 業務を 改善する と と も に、 調

査等によ っ て得ら れた施設運営に関する 満足度や意見など の結果については、 自己評価し 、

業務に反映さ せる こ と 。  

( 9)  市民サービ ス の向上 

市民サービ ス の向上につながる 業務を 創意工夫し て行い、 利用者の満足度を 高めていく

こ と 。  
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( 10)  利用促進 

イ ベント の企画、 講座の開催や各種大会の誘致活動など 、 施設の利用促進につながる よ

う な活動を 継続し て実施する と と も に、 広報活動を 通し て利用者に必要な情報提供に努め

る こ と 。  

( 11)  地域住民や他施設等と の連携 

地域住民や県・ 市の運動施設、 市ス ポーツ 振興協会、 各種ス ポーツ 競技団体など と 連携

を と り 、 施設の円滑な管理運営に努める こ と 。  

 

２  施設の概要 

( 1)  名  称  鴨池公園野球場、 広場、 テニス コ ート  

( 2)  所 在 地  鹿児島市鴨池二丁目２ ７ 番１ 号 

( 3)  設置時期  昭和１ ５ 年７ 月 

( 4)  施設概要 

① 敷地面積     

野球場： １ ５ ， ９ ７ ５ ㎡、 広場： ７ ， ４ ０ ４ ㎡、 テニス コ ート ： ４ ， ０ ０ ７ ㎡ 

② 建物概要（ 野球場）  

構  造   鉄筋コ ンク リ ート 造一部２ 階建 

左右翼線   ９ ３ ｍ 

中堅線    １ ２ ０ ｍ 

球場面積   内野： ３ ， ４ ３ ０ ㎡、 外野： ９ ， ５ ７ ０ ㎡ 

ス タ ンド 面積 内野： １ ， ７ ６ ３ ㎡、 外野： １ ， １ ７ ０ ㎡ 

収容人員   内野ス タ ンド ： 約３ ， ０ ０ ０ 人、 外野ス タ ンド ： 約４ ， ０ ０ ０ 人 

③ その他付属施設の概要 

   駐車場２ ５ 台 

④ 主な機械設備概要  別紙１ のと おり  

( 5)  施設の図面 

全体図        別紙２ のと おり  

 

３  利用時間等 

( 1)  利用時間 午前８ 時３ ０ 分から 午後５ 時ま で 

( 2)  休業日  １ ２ 月２ ９ 日から 翌年１ 月３ 日ま で 

 ( 3)  利用時間及び休業日の変更 

( 1) 及び( 2) にかかわら ず、 市長が特に必要がある と 認める と き は、 利用時間を変更し 、

又は臨時に休業日を 設け、 若し く は臨時に開業する こ と ができ る 。  

( 4)  公園内の禁止行為 

  ① 鹿児島市公園条例（ 昭和４ ２ 年条例第９ ２ 号。 以下「 公園条例」 と いう 。） に基づく

行為の禁止（ ただし 、 都市公園法（ 昭和３ １ 年法律第７ ９ 号） 第５ 条１ 項、 同法第６ 条

第１ 項若し く は第３ 項又は公園条例第３ 条の許可に係る も のについては、 こ の限り でな

い。）  

ア 公園を 損傷し 又は汚損する こ と 。  
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イ  竹木を 伐採し 又は植物を採取する こ と 。  

ウ  土地の形質を変更する こ と 。  

エ 鳥獣類を 捕獲し 又は殺傷する こ と 。  

オ はり 紙若し く ははり 札をし 又は広告を 表示する こ と 。  

カ 指定さ れた場所以外の場所へ車馬を 乗り 入れ又はと めおく こ と 。  

キ 立入禁止区域に立入る こ と 。  

ク  公園を その用途外に使用する こ と 。  

  ② 鹿児島市鴨池公園野球場等管理規則（ 平成６ 年規則第４ ０ 号。 以下「 鴨池公園野球場

等管理規則」 と いう 。） に基づく 禁止行為 

   ア 施設等を き 損し 、 若し く は汚損し 、 又はこ れら のおそれのある 行為を する こ と 。  

   イ  鴨池公園野球場等の秩序を 乱し 、 又は風紀を 害する 行為を する こ と 。  

   ウ  許可なく 火気を使用する こ と 。  

   エ 危険物を 持ち込むこ と 。  

   オ 他人に危害を 与え、 若し く は迷惑を 及ぼし 、 又はこ れら のおそれのある 行為を する  

こ と 。  

   カ 許可なく 物品の宣伝、 販売、 展示その他こ れら に類する 行為を する こ と 。  

   キ 許可なく 印刷物、 ポス タ ーその他こ れら に類する 物を 配布し 、 又は掲示する こ と 。  

   ク  前各号に定める も ののほか、 鴨池公園野球場等の管理運営上支障がある 行為を する

こ と 。  

 ( 5)  公園内における 行為の制限 

   次に該当する 行為を し よ う と する 者は、 市長の許可を 受けなければなら ない。  

  ① 行商、 募金その他こ れら に類する 行為を する こ と 。  

  ② 業と し て写真又は映画を 撮影する こ と 。  

  ③ 興行を行なう こ と 。  

  ④ 競技会、 展示会、 博覧会その他こ れら に類する 催し のために公園の全部又は一部を 独

占し て利用する こ と 。  

  ⑤ 車両を定期的に乗り 入れる こ と 。  

 

４  業務の範囲及び留意事項 

( 1)  管理運営に関する 主な業務の範囲 

①  管理業務 

ア 基本的な管理運営業務 

( ｱ)  総括責任者と し て、 施設長を １ 人配置する こ と 。  

( ｲ)  防火管理者を 配置する こ と 。  

( ｳ)  労働関係法令を 遵守する と と も に、 管理運営に支障がない勤務体制を と る こ と 。  

( ｴ)  鴨池公園野球場等の管理運営に関する こ と 。  

( ｵ)  鴨池公園野球場等で実施する ス ポーツ 教室等の企画運営及びス ポーツ 指導に関す 

る こ と 。  

( ｶ)  鴨池公園野球場等の施設、 附属設備及び備品を 提供する こ と 。  

( ｷ)  鴨池公園野球場等の維持保全に関する こ と 。  
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( ｸ)  その他鴨池公園野球場等の設置目的を 達成する ために必要な事項 

イ  職員への研修の実施 

( ｱ） 職員の能力向上のために必要な研修を 行う こ と 。  

( ｲ） 救急法訓練（ 自動体外式除細動器（ Ａ Ｅ Ｄ ） の使用方法等） を 実施する こ と 。  

ウ  事業計画書の作成 

指定管理者が行う 業務に関する 事業計画書を 毎年度作成し 、 年度が始ま る ま でに

本市に提出し 、 承認を 得る こ と 。  

エ 各種報告書の作成 

  こ の業務指針の「 ７  報告書の作成」 を参照する こ と 。  

オ 第三者への委託 

清掃、 警備と いっ た個々の業務は第三者へ委託でき る が、 管理に係る 業務を 一括

し て第三者へ委託する こ と はでき ない。 ま た、 公の施設の管理のあ り 方を 踏ま え、 管

理の主たる 業務を 委託する こ と は適当でない。  

ま た、 第三者に委託する 業務については、 事前に本市に了承を 得る こ と と し 、 契

約後は、 常に実施状況を 把握する と と も に、 必要に応じ て指導する など 、 責任を持っ

て管理する こ と 。  

なお、 第三者に業務を 委託する 場合は、 地元業者を 優先し て選定する よ う 努める

こ と 。  

カ 危険防止等のための施設の利用禁止及び制限 

キ 他都市から の行政視察及び見学者等への施設の説明 

ク  各種物品、 消耗品の購入 

ケ 光熱水費等の支払など の経理事務 

コ  本市が推進する 事業に伴う 業務等 

② 受付、 案内、 収納業務 

ア 施設利用の予約受付、 案内業務 

  受付カウ ンタ ーにおいて、 受付及び案内業務を 行う 職員を 利用時間中常時１ 人以上

配置する こ と 。  

イ  使用料の収納業務 

  公園条例に基づく 使用料を 受領し たと き は、 速やかに本市の指定金融機関等に払込

書によ り 払い込むこ と 。  

ウ  減免申請の受付等 

  公園条例、 鹿児島市公園使用料の減免に関する 規則及び鴨池公園野球場等管理規則

に定める 使用料の減免にかかる 受付、 事務処理等を 適正に行う こ と 。  

  ③ 利用促進に関する 業務 

   ア 広報に関する 業務 

     広報誌やホームページなど でイ ベント 等の周知を 図る こ と 。  

   イ  利用促進に関する 業務 

     生涯ス ポーツ の普及・ 振興を図る ため、 ス ポーツ 教室の企画・ 運営を年１ 回以上実

施する こ と 。  

④ その他 
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 ア 本市等が主催する 行事等及びス ポーツ キャ ンプ等の使用に際し ては、 本市等と 連携

を 図り ながら 、 施設予約の調整等の対応を 行う こ と 。  

 イ  公共的団体（ 鹿児島市小・ 中・ 高等学校体育連盟等を 含む。） が主催する 行事等に

ついては、 本市と 連携を 図り ながら 、 施設予約の調整など を 行う こ と 。  

ウ  利用調整が必要な場合は、 次のと おり と する 。 なお、 同規模の大会については、 申

込者において相互協議を 行い、 調整がつかない場合は、 抽選によ り 決定する こ と 。  

 ( ｱ)  市関係行事を 優先する 。  

 ( ｲ)  大会の場合、 優先順位は次のと おり と する 。  

  ① 国際大会 

  ② 全国大会 

  ③ ブロ ッ ク 大会、 九州大会 

  ④ 県大会 ( ｱ)  全国大会、 ブロ ッ ク 大会等につながる も の 

        ( ｲ)  その他の県大会 

  ⑤ 市大会 

( 2)  施設の維持管理に関する 主な業務の範囲（ 詳細は、 別紙３ のと おり ）  

① 施設の保守管理業務 

施設を 適切に運営する ために、 日常的に施設の点検を 行い、 仕上げ材の浮き 、 ひび割

れ、 はがれなど が発生し ない状態を維持し 、 かつ美観を 維持する こ と 。  

ま た、 施設を 良好な状態で安全かつ安心し て利用でき る よ う 、 日常的に建築物等の点

検を 行い、 台風や豪雨等の後においても 異常がないか点検する など 、 施設の良好な保

全に努める こ と 。 さ ら に、 建築物等の不具合を 発見し た際には、 速やかに、 その改善

が図ら れる よ う 適切に対処する こ と 。 なお、 日常的な建築物等の点検に当たっ ては、

本市の「 施設点検シート 」 を も と に、 施設の実情に合わせた点検内容と し 、 点検結果

については、 対処状況を 含め本市に報告する こ と 。  

②  施設及び敷地内清掃 

施設の良好な衛生環境、 美観の維持に心がけ、 公共施設と し て快適な空間を 保つため

に必要な清掃業務を 実施する こ と 。  

ま た、 作業時は、 通行者や壁等にほこ り 、 清掃用水等を 飛散さ せないよ う 十分注意

する こ と 。  

③  設備等の保守点検 

附属設備等の安全の確保及び適切な管理運営のために、 次に掲げる 保守点検等の必要

な処置を 講じ る こ と 。 なお、 保守点検結果のま と めについては、 本市に報告する こ と 。  

ア 附属施設の法定点検及び初期性能、 機能保全のため、 外観点検、 機能点検、 機器動

作特性試験、 整備業務等を 行う こ と 。  

イ  故障等の発生や短期間のう ちに故障が発生する と 見込ま れる 場合は、 速やかにその

改善が図ら れる よ う 適切に対処する こ と 。  

④ 駐車場管理 

敷地内にあ る 駐車場の車両の監視を 行う と と も に、 必要に応じ て車両の誘導を 適切

に行う こ と 。 ま た、 繁忙期には、 車両誘導員の配置など の対策を 講じ る こ と 。  

⑤ 警備業務 
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 施設の防犯、 防火及び防災に万全を 期し 、 利用者が安心し て利用でき る 環境を 確保し

た警備業務を 実施する こ と 。  

( 3)  その他野球場グラ ウ ンド 等の維持管理に関する 主な業務の範囲 

野球場グラ ウ ンド 等の整備については、 大会の前日又は当日の整備や定期の整備など 、

予約状況を 確認し ながら 計画的に整備管理を 行う こ と 。  

( 4)  自主提案事業 

自主提案事業（ 具体的に本市が指定する 業務以外に希望、 提案する 業務） がある 場合は、

事業計画書（ 様式１ ） にその内容を 記載する こ と 。 ま た、 自主提案事業の実施に要する 経

費は、 人件費を 含めた総額を収支予算書（ 様式２ ） に記載する こ と 。 なお、 こ の業務の対

価と し て、 通常の使用料及び材料費等実費相当以外のも のを 利用者から 徴収する こ と はで

き ないので注意する こ と 。  

( 5)  自主事業 

以下に該当する 自主事業（ 自主提案事業以外に、 一事業者と し て実施する 収益事業） が

ある 場合は、 事業計画書（ 様式１ ） にその内容を 記載する こ と 。 ま た、 自主事業の実施に

係る 収入及び費用は、 収支予算書（ 様式２ ） 及び管理運営費明細書（ 様式３ ） には記載し

ないこ と 。  

① 施設の利用促進が図ら れる も の。  

  ② 市民サービ ス の向上が見込ま れる も の。  

  ③ 利用者の平等利用が確保でき る も の。  

 

５  職員の確保 

「 ４  業務の範囲及び留意事項」 を 実施する ために必要な業務執行体制を 確保する と と も

に、 労働基準法等関係法令を 遵守し 、 市民サービ ス の向上と 効率的な施設運営を 行う ために

適正な人数の職員を 配置する こ と 。  

 

６  委託料の実績 

当該施設の管理運営に係る 委託料の実績の平均額は以下のと おり である 。  

（ 参考） 令和５ 年度から 令和７ 年度の委託料実績の平均額 ３ ２ ， ７ ０ ７ 千円 

項目 内訳 実績（ 平均額）（ 千円）  

人件費  １ １ ， ３ ９ ８  

一般事務費 

 
 
 
 
 

消耗品費 １ ５ ０  

印刷製本費 ５ ７  

通信運搬費 ２ ０ ０  

保険料 ８ ０  

使用料及び賃借料 ３ ５ ４  

手数料 ２ ０  

維持管理費 消耗品費 ４ ０ ０  

光熱水費 ２ ， １ ５ ８  

修繕料 １ ， ２ ０ ０  

委託料 １ １ ， ６ ３ ６  

一般管理費  ４ ， ４ １ ０  

自主提案事業  ６ ４ ４  

※ 上記の額は、 ス ピ ード ガン シス テムに関する 保守点検業務に要する 経費は見込んでい



7 

ないため、 必要な経費は全て見込むこ と 。  

※ 上記の額は、 本市が支払っ た委託料のう ち消費税及び地方消費税に相当する 額を 除い

た額である 。  

※ 上記の額は参考であり 、 提案に当たっ ては、 指定期間内における 人件費や事務費など

管理運営に必要な経費は全て見込むこ と 。  

※ 光熱水費（ 電気料金・ ガス 料金） は、 3 か年の実績の平均額であり 、 今後の電気料金

やガス 料金の高騰を 加味し ていない。  

※ 上記の額は、 今後の人件費や物価高騰の影響を 加味し ていない。  

 

７  報告書の作成 

( 1)  業務報告書 

 次の事項を 記載し た業務報告書を 作成し 、 当月分を 翌月の７ 日ま でに本市に提出する こ

と 。  

① 管理運営の業務の実施状況等を 記載し た業務報告書 

② 施設ごと の利用件数、 利用者数及び施設使用料 

③ 施設ごと の減免受付件数、 減免対象人数及び減免額 

④ その他特に報告を 求める も の 

( 2)  収納事務報告書 

毎月の収納実績を受託収納実績報告書によ り 翌月の７ 日ま でに本市に提出する こ と 。  

( 3)  事業報告書及び収支計算書 

 毎会計年度終了後、 事業報告書及び収支計算書を ２ 月以内に本市に提出する こ と （ 役員

名簿を 含む｡）。  

( 4)  その他の報告書の提出 

管理業務の実施状況の確認及び利用者数の把握等のために必要なその他の報告書を 適宜

本市に提出する こ と 。  

 

８  管理運営費の精算 

毎会計年度終了後に提出する 収支計算書において、 本市の支払総額と 指定管理者が管理運

営に要し た費用の総額に差が生じ た場合でも 、 差額は精算し ないも のと する 。  

 

９  施設等の修繕の費用負担 

１ 件につき ５ ０ 万円（ 消費税及び地方消費税を 含む。） 以下の施設及び設備等（ 以下「 施

設等」 と いう 。） の修繕については、 年度協定書に定める 委託料における 修繕費（ 以下「 修

繕費」 と いう 。） の範囲内において、 指定管理者が行う も のと する 。 ただし 、 修繕費の範囲

内では対応が困難な場合においては、 本市と 指定管理者が協議し て対応する も のと する 。  

１ 件につき ５ ０ 万円（ 消費税及び地方消費税を 含む。） を 超える 施設等の修繕については、

本市が行う も のと する 。 ただし 、 特別な事由がある と 本市が認める と き は、 本市と 指定管理

者が協議し て対応する も のと する 。  

ま た、 施設等の改造については、 本市と 指定管理者が協議し て対応する こ と と する 。  

なお、 上記にかかわら ず、 施設等の損傷が指定管理者の責めに帰すべき 事由によ り 生じ た
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と き は、 指定管理者の負担と する 。  

※ 上記１ 件あたり の修繕額は、 現指定管理者と の直近の協定書に記載さ れた額であり 、 今

後、 協議の結果次第で変更さ れる 可能性も あり ま す。  

 

10 調査、 監督 

本市が行う 管理状況の把握のための調査、 それに基づく 是正措置に係る 指示等については、

正当な理由なく こ れを 拒否する こ と はでき ない。  

 

11 指定管理者に対する 監査 

本市は、 指定管理者が行う 施設の管理に係る 出納関連の事務について監査を 行う こ と がで

き る 。  

 

12  物品の帰属等 

管理に必要な備品等の帰属については、 本市と 指定管理者で協議の上、 定める も のと する 。  

 

13 安全管理 

事故の防止や防犯については、 保安警備に努める など 利用者が安心し て利用でき る 環境を

確保する こ と 。  

 

14 緊急時の対応 

( 1)  予防段階 

事故や地震その他災害等緊急時の対策については、 日頃から 必要な訓練を 行う と と も に、

利用者を 適切に避難誘導でき る 体制を 整える こ と 。  

( 2)  被害等が発生又は発生する おそれがある 段階 

台風や地震、 事件、 事故等によ り 、 施設や利用者への被害、 管理運営への影響が予想さ

れる と き は、 被害等を 防止、 軽減する ための必要な措置をと る と と も に、 被害等が発生し

た場合には、 直ちに応急的な措置を と り 、 速やかに本市へ状況を 報告する こ と 。  

 

15 秘密保持義務 

個人情報が適切に保護さ れる よ う に配慮する と と も に、 当該施設を管理運営する う えで知

る こ と のでき た秘密を 他に漏ら し 、 又は自己の利益のために利用し てはなら ない。  

指定管理者でなく なっ た場合又は従事者が職務を 退いた場合も 、 同様と する 。  

 

16 損害賠償 

管理業務を 実施中に故意又は過失によ り 本市又は第三者に対し て損害を 与えたと き は、 そ

の損害を 賠償し なければなら ない。  

こ の損害賠償を 担保する ため、 賠償責任保険に加入し ていない法人等は、 保険に加入し な

ければなら ない。  
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17 リ ス ク 分担  

本市と 指定管理者で負担する リ ス ク 分担については、 以下のと おり と し 、 規定し た事項

以外のこ と が発生する など 疑義が生じ た場合は、 双方の協議によ る も のと し ま す。  

 

リ ス ク 分担表（ 負担者側に○）  

番号 種類 リ ス ク の内容 
負担者 

本市 指定管理者 

１  管理運営費の上昇 

物価・ 金利の変動な ど 本市の責めに

帰さ な い要因によ る 管理運営費の上

昇 

 ○ 

２  施設や物品の損傷 

施設及び設備、 機器等の損傷の修繕

（ ※）  
 ○ 

管理上の瑕疵によ る 施設等の損傷の

修繕 
 ○ 

３  損害賠償 

施設の瑕疵によ る 損害賠償 ○  

管理業務中におけ る 故意又は過失に

よ る 損害賠償 
 ○ 

４  
不可抗力によ る 費用

負担 

自然災害（ 地震・ 台風等） に起因す

る 費用負担 
協議事項 

５  
指定取消し 等によ る

損害 

指定の取消し 又は管理業務の停止な

ど によ り 生じ た損害 
 ○ 

※ 大規模な修繕（ 施設等の改造や委託料の範囲内では困難な修繕など ） が必要な場合は、 本

市と 指定管理者で協議の上、 定める こ と と し ま す。  

 

18 法令等の遵守 

管理に当たっ ては、 法令等に基づき 実施し なければなら ない。  

＜主な関係法令＞ 

( 1)  地方自治法 

( 2)  労働基準法、 労働組合法、 労働関係調整法 

( 3)  最低賃金法 

( 4)  個人情報の保護に関する 法律 

( 5)  都市公園法 

( 6)  鹿児島市公園条例 

( 7)  鹿児島市鴨池公園野球場等管理規則 

( 8)  鹿児島市公園使用料の減免に関する 規則 

( 9)  鹿児島市会計規則 

( 10)  鹿児島市行政手続条例 

※ 法令に定めのない事項について疑義が生じ た場合の措置については、 その都度本市と 協

議し て決定する も のと する 。  

 

19 基本協定の締結 

指定書の交付後、 管理の基準、 業務の範囲など 条例で定める 事項のほか、 業務執行上必要

と なる 事項を 両者で協議し 、 概ね次の事項について基本協定を締結する 。 基本協定の締結期
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間は、 指定期間と する 。  

( 1)  指定管理者に管理さ せる 施設、 管理業務等の内容 

( 2)  協定期間、 委託料の上限額、 支払方法 

( 3)  施設等の原形変更の承認、 原状回復 

( 4)  報告書の作成、 提出 

( 5)  文書の保存等、 管理業務の引継 

( 6)  調査、 監督等 

( 7)  指定の取消し 、 管理業務の停止 

( 8)  管理業務の全部委託の禁止等、 第三者委託の取扱い、 権利義務の譲渡等の禁止 

( 9)  損害賠償、 非常時の対応 

( 10)  守秘義務、 個人情報の保護、 情報の公開 

( 11)  その他、 施設の規模、 設置目的、 費用の区分によ り 必要な事項 

ま た、 上記基本協定のほか、 各年度に支払う 委託料の額、 支払方法等について、 年度協定

を 締結する 。 年度協定の締結期間は、 毎会計年度と する 。  

 

20 その他 

鴨池公園野球場等内にある 自動販売機等の設置について、 指定管理者に指定さ れた団体が 

希望し たと き は、 別途、 都市公園法に基づく 申請によ り 、 許可する 。  

 



別紙１ 
 
 
               設 備 概 要 

【鴨池公園野球場】 

１ 電気設備 

(1) 低圧電灯・動力 

(2) 主な設備   受変電設備、電灯差込設備、電話設備、放送設備、 

電気時計設備、トイレ呼出設備、テレビ共聴設備、ＩＴＶ設備、機械

警備用配管設備、得点表示設備、スピードガンシステム 

２ 防災設備 

 (1) 消防用設備     火災報知設備、誘導灯、非常警報設備（放送設備）、消火器  

 (2) その他の防災設備  非常照明設備 

３ 空気調和設備 

(1) 空調設備  ア 空調方式 ・パッケージエアコン方式 

４ 給排水衛生設備 

(1) 給水設備  ア 引込管    

        イ ウォータークーラー    

(2) 給湯設備  ア 給湯器  ・貯湯式電気湯沸器 

５ その他の設備 

(1) スコアボード表示設備 



別紙２ 

全 体 図 

 



別紙３

№ 業務名 業務内容

1 鴨池公園野球場等整備管理業務 鴨池公園野球場等の整備管理業務

2 樹木等維持管理業務 樹木の剪定業務

3 一般・廃棄廃棄物収集運搬業務 一般・廃棄廃棄物の収集運搬業務

4 清掃業務 日常及び定期清掃業務

5 消防用設備等保守点検業務 消防用設備の保守点検業務

6 警備業務 機械警備業務

7 スコアボードシステム保守点検業務 スコアボードシステムの保守点検業務

8 低圧受配電設備保守点検業務 低圧受配電設備の保守点検業務

9 野球場外野芝生除草剤散布業務 野球場外野芝生の除草剤散布業務

10 スポーツトラクタ・芝刈り機保守点検業務 スポーツトラクタ・芝刈り機の保守点検業務

11 スピードガンシステム保守点検業務 スピードガンシステムの保守点検業務

施設の管理業務の明細


